
Ⅰ　基本的事項

１　団体の概要

団体名

注１　団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」欄に一部事務組

　　合等の名称を記入し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄は、普通会計の全職員数を記入すること。

２　財政指標等

標準財政規模（百万円）

地方債現在高（百万円）

積立金現在高（百万円）

注１　財政力指数及び実質公債費比率については、平成18年度又は平成19年度の数値を、経常収支比率については、平成17年度

　　又は平成18年度の数値をそれぞれ記入すること。これら以外の数値については、直近の地方財政状況調査及び公営企業決算

　　状況調査の報告数値を記入すること。

　　　なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等の構成団体の

　　各数値を加重平均したものを用いるものとする（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない

　　財政力指数１．０以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記入すること。）。

　２　財政指標については、条件該当年度を（　）内に記入すること。また、財政力指数以外の財政指標については、数値相互

　　間で年度（地方財政状況調査における年度）を混在して使用することがないよう留意すること。

３　合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

　注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第２条

　　　第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法（昭和22年法律

　　　第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２項に規定する合

　　　併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。）をいう。

　　３　□にレを付けた上で要旨を記入すること。また、要旨については、別様としても差し支えないこと。

４　財政健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成20年度から24年度までの５か年とすること。

４，９０５（１８年度）

１２，９６２（１８年度）

０．１８（１８年度）

基 本 方 針

〔合併期日：平成１８年３月２０日〕
両町の速やかな一体化を促進し，住民福祉の向上と新町全体の均衡ある発展を図る。

内　　　容

・行政運営のスリム化・効率化による住民サービスの向上
・健全な財政運営の確立
・町民参画と協働のまちづくり

　公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

　平成２０年度から２４年度

　長島町行政改革大綱（平成１８年度～平成２２年度）

区　　分

計 画 名

長島町

計 画 期 間

既 存 計 画 と の 関 係

公 表 の 方 法 等

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨
　　　旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨
　□　該当なし

　ＨＰに掲載

実質公債費比率　(％)

実質収支比率　　(％)

うち普通会計債現在高(百万円) １２，９６２（１８年度）９５．１（１８年度）

１７．５（１９年度）

６．４（１８年度）

経常収支比率　　(％)

構成団体名

　　０（　　年度）

１，３６３（１８年度）

うち公営企業債現在高(百万円)

別添１

11,959国調人口(H17.10. 1現在)

補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

156

財政力指数

職員数(H20. 4. 1現在)

レ



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免 除額

注１　旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金に係る財政健全化計画を作成する場合にあっては「旧資金運用部資金」欄を空欄とし、旧資

　　金運用部資金に係る財政健全化計画を作成する場合にあっては「旧簡易生命保険資金」欄及び「公営企業金融公庫資金」欄は、それぞれ平

　　成20年度に承認された財政健全化計画に計上された額を参考値として（　）書きで記入すること（以下、６において同じ。）。

　２　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基

　　準日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談･調整の上､

　　確認した補償金免除(見込)額を記入すること。

　３　各欄の数値は小数点第２位を切り上げて、小数点第１位まで記入すること。従って各欄の単純合計と「合計」欄の数値は一致しない場合

　　があること。

６　平成２０年度以降各期における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

公営企業金融公庫資金

32.4旧簡易生命保険資金

繰上償還希望額

繰上償還希望額 12.1 20.3

旧 資 金 運 用 部 資 金
繰上償還希望額

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

32,313

0

合　　計

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B)

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 0 0 0

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成20年度9月期残高) 合　　計

12,049 20,264

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

小　　　計　　　　 (B)

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成20年度末残高）

000

年利７％以上
(平成20年度9月期残高) 合　　計

0

4,335 4,335

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

7,714 20,264 27,978

12,049 20,264 32,313

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

事業債名

小　　　計　　　　 (A)

一
般
会
計

出
資
債
等

普
通
会
計
債

義務教育施設整備事業

一般単独事業

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B)

一
般
会
計

出
資
債
等

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

一
般
会
計

出
資
債
等



Ⅱ　財政状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 自主財源の確保及び使用料･手数料の見直し

課 題 ② 補助金・負担金の見直し

課 題 ③ 財産処分と基金造成

課 題 ④ 公社・公営企業の経営健全化

課 題 ⑤ 第三セクター事業の見直し

留 意 事 項

　注１　「財務上の特徴」欄は、人口や産業構造、財政構造や地域特性等を踏まえて記載すること。また、

　　　財政指標等について、経年推移や類似団体との水準比較などをし、各自工夫の上説明すること。

　　２　「財政運営課題」欄は、税収入の確保、給与水準・定員管理の適正合理化、公債負担の健全化、

　　　公営企業繰出金の適正運用、地方公社・第三セクターの適正な運営等、団体が認識する財政運営上

　　　の課題及びその具体的施策について、優先度の高いものから順に記入する。また、財政運営課題と

　　　認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　　３　「留意事項」欄は、「財政運営課題」で取り上げた項目の他に、財政運営に当たって補足すべき

　　　事項を記入すること。

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

財 政 運 営 課 題

内　　　　容

　多額の公債費を抱えながらも，社会福祉の向上や遅れている社会資本整備の
ために積極的な財政運営を行い，新総合整備計画の一層の実現に向けて推進し
ているところであるが，人件費・公債費など義務的経費の占める割合が大きく
財政を圧迫している状況である。また，補助団体等の合併・統合が遅れている
ため経費の圧縮が図られていないことや，高齢化による医療費の伸び，下水道
事業等により繰出金が年々増えている状況である。
　今後も，経常経費の更なる見直しや総合振興計画により，事業の必要性・緊
急性・優先度を検討し歳出全体の削減に努める。

　第三セクター事業については，外部専門家を活用するなど監査体制を強化
し，行政評価の視点も踏まえた点検評価の充実・強化を図り，統廃合・民間譲
渡・完全民営化を含めた見直しをする。

　長島町観光公社等の管理運営については，サービスの向上と運営の効率化を
図るとともに，総合的な検討を行い自主的な管理運営（独立採算）を推進す
る。

　財政の健全化を図るため，財産の適性かつ効率的な活用に努めるとともに，
行政財産及び普通財産等の未利用地など処分可能な財産については売却等をす
る。また，健全な財政運営を構築するため基金造成する。

　行政として対応すべき必要性，費用対効果，経費負担のあり方等について総
合的に判断するため，補助金等交付の見直し基準を策定のうえ，補助金・負担
金を精査し，整理・廃止・削減・統合等の見直しを図る。

　安定的な自主財源の確保を目指し，町税の収納率の向上に積極的に取組み，
使用料・手数料については，受益者負担の適正化を推進する観点から見直しを
進め，歳入の確保に努める。



Ⅲ　今後の財政状況の見通し
（単位：百万円）

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

地方税 678 702 734 717 750 700 697 694 691 689

地方譲与税 228 270 276 287 202 192 192 192 192 192

地方特例交付金 24 20 22 21 9 9 9 9 9 9

地方交付税 4,310 4,135 4,088 4,370 4,285 4,260 4,132 4,008 3,888 3,771

小計（一般財源計） 5,240 5,127 5,120 5,395 5,246 5,161 5,030 4,903 4,780 4,661

分担金・負担金 204 189 211 202 173 173 173 173 173 173

使用料・手数料 54 52 61 60 52 52 52 52 52 52

国庫支出金 715 798 946 583 825 786 786 786 786 786

うち普通建設事業に係るもの 299 280 459 172 284 271 266 261 256 251

都道府県支出金 1,054 955 834 781 749 711 711 711 711 711

うち普通建設事業に係るもの 648 606 401 283 261 248 243 238 233 228

財産収入 73 65 83 96 40 50 50 50 50 50

寄附金 1 15

繰入金 657 497 523 126 28 35 5 80 70 50

繰越金 347 347 551 100 318 246 205 104 104 106

諸収入 34 52 43 40 35 23 23 23 23 23

うち特別会計からの貸付金返済額

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額

地方債 1,455 1,176 1,440 1,459 1,424 1,480 1,459 1,441 1,224 1,209

特別区財政調整交付金

9,834 9,273 9,812 8,842 8,890 8,717 8,494 8,323 7,973 7,821

人件費　　　　　　　ａ 1,712 1,715 1,809 1,628 1,620 1,632 1,559 1,488 1,425 1,371

うち職員給 1,093 1,094 1,087 1,051 1,046 1,054 1,006 961 920 885

物件費　　　　　　　ｂ 910 972 976 848 980 965 932 901 871 843

維持補修費　　　　　ｃ 30 47 45 53 23 23 23 23 23 23

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　　ｄ 2,652 2,734 2,830 2,529 2,623 2,620 2,514 2,412 2,319 2,237

扶助費 756 792 800 806 995 995 995 995 995 995

補助費等 648 687 737 641 660 750 749 748 747 747

うち公営企業(法適)に対するもの

普通建設事業費 2,592 2,221 2,874 1,879 1,665 1,858 1,802 1,748 1,695 1,627

うち補助事業費 1,381 1,218 1,308 662 913 1,019 988 959 929 892

うち単独事業費 1,211 1,003 1,566 1,217 752 839 814 789 766 735

災害復旧事業費 36 121 84 260 244

失業対策事業費

公債費 1,640 1,593 1,554 1,567 1,567 1,509 1,556 1,537 1,522 1,514

うち元金償還分 1,336 1,317 1,305 1,330 1,338 1,293 1,344 1,329 1,318 1,315

積立金 66 1 20 200 242 212 215 218 18 18

貸付金

うち特別会計への貸付金

うち公社、三ｾｸへの貸付金

繰出金 767 620 811 632 646 553 553 553 553 553

うち公営企業(法非適)に対するもの 291 150 167 115 118 101 101 101 101 101

その他 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2

9,160 8,770 9,712 8,516 8,644 8,499 8,386 8,213 7,851 7,693

　【財政指標等】

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

形式収支 674 603 100 326 246 218 108 110 122 128

実質収支 660 534 100 316 241 218 108 110 122 128

標準財政規模 4,831 4,686 4,755 4,905 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804

財政力指数 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

実質赤字比率　　　(％)

経常収支比率　　　(％) 92.1 95.5 102.8 95.1 94.9 94.7 94.5 94.3 94.2 94.1

実質公債費比率    (％) － － 16.8 17.5 17.7 17.6 17.1 16.5 16.3 15.8

地方債現在高 12,749 12,599 12,834 12,962 13,035 12,956 13,002 12,908 12,755 12,573

積立金現在高 1,769 1,607 1,172 1,363 1,599 1,776 1,988 2,120 2,062 2,024

財政調整基金 666 693 571 571 571 571 571 491 421 371

減債基金 719 564 245 245 245 245 245 245 245 245

その他特定目的基金 384 350 356 547 783 960 1,172 1,384 1,396 1,408

注　実質公債費比率は、平成18年度（平成15年度から平成17年度までの３か年平均）の数値を基準年度とした場合は平成17年度欄から、平成19

　年度（平成16年度から平成18年度までの３か年平均）の数値を基準年度とした場合は平成18年度欄から、それぞれ記入すること。

区　　分

（単位：百万円）

歳 入 合 計

区　　分

歳 出 合 計



Ⅳ　行政改革に関する施策

Ⅱの課題番号 具　体　的　内　容

　社会情勢や行政需要の変化に迅速かつ明確に対応するため，弾力かつ機能的な組織管理を行い，行政運営の合理化・効率化を進め定
員管理を図る。
　定員モデルの分析及び類似団体との比較，合併後の財政状況等を勘案し，平成２２年度末までの５年間に２４人削減する。

◇　国家公務員の給与構造改革を
　踏まえた給与構造の見直し、地
　域手当のあり方

給料表を８級制を平成１８年７月から６級制の新給料表の適用により実施する。

◇　技能労務職員の給与のあり方
技能労務職員等の見直しに向けた取組方針を平成２０年３月に公表
（技能労務職員の定員管理については，原則退職不補充とし，平成１８年３月の合併以降採用は行っていない）
平成１８年７月１日付けで通し合給制（国公行一二の合成）から国公行一二へ移行した。

◇　退職時特昇等退職手当のあり方
退職手当の支給率は国の制度に準ずる。
退職時特別昇給は平成１６年度から廃止している。

◇　地域手当のあり方
職員に対する地域手当は設けていない。しかし，医師の確保が厳しい状況である中でもあり，医師に対する地域手当は特例として支給
している。

◇　福利厚生事業のあり方 福利厚生事業の適正化：平成１８年度以降，職員互助会への補助金を削減している。

平成２２年度まで臨時的経費以外年４%ずつ削減，平成２３年度以降平準化

④
直営施設・委託施設等について，指定管理者制度の導入を推進する。
公共施設等の建設・維持管理・運営等の民間資金・経営力・技術力を活用したＰＦＩ法の導入について推進する。

項　　　目

１　合併予定市町村等にあってはその予定
　とこれに伴う行革内容

２　行革推進法を上回る職員数の純減や人
　件費の総額の削減

３　物件費の削減、指定管理者制度の活用
　等民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

○　物件費の削減

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

Ⅱの課題番号 具　体　的　内　容

①
町税の確保（滞納整理の強化）・前納報奨金制度の廃止・納税報奨金の交付率の縮小・口座振替野の積極的な推進。

遊休地の売却処分の実施

④ 長島町観光公社については，指定管理者制度の導入を推進する。

情報公開制度への対応として，広報誌やホームページを通して，職員の給与・定員管理の状況や財政の状況を公開する。

◇　給与及び定員管理の状況の公表
人事行政の公表に関する国の要領等に基づき，積極的に公表する。
町広報・インターネットを通じて公表する。

◇　財政情報の開示 町広報・インターネットを通じて公表する。

平成２３年度までに，貸借対照表，行政コスト計算書，資金収支計算書，純資産変動計算書を整備する。

効果的かつ効率的な行財政運営を行うため，平成１９年度から行政評価システムを導入する。
行政評価システムの一環として事務事業評価システムを導入する。

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ

　　　に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

７　その他

４　地方税の徴収率の向上、売却可能資産
　の処分等による歳入の確保

５　地方公社の改革や地方独立行政法人へ
　の移行の促進

○　行政評価の導入

６　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政改革や財政状況に関する情報公開

○　公会計の整備

項　　　目



Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果
１　主な課題と取組及び目標

　注　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

176 174 167 161 155 151 147 143 141 139

0 -2 -7 -6 -6 -21 -4 -4 -4 -2 -2 -16

職員数のうち一般行政職員数 155 154 146 140 134 130 126 122 120 118

増減数 -15 -1 -8 -6 -6 -36 -4 -4 -4 -2 -2 -16

職員数のうち教育職員数 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8

増減数 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職員数のうち警察職員数

増減数

職員数のうち消防職員数

増減数

職員数のうち技能労務職員数 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

増減数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

－ － 16.8 17.5 17.7 17.6 17.1 16.5 16.3 15.8

0.7 0.2 0.9 -0.1 -0.5 -0.6 -0.2 -0.5 -1.9

12,749 12,599 12,834 12,962 13,035 12,956 13,002 12,908 12,755 12,573

163 -150 235 128 73 449 -79 46 -94 -153 -182 -462

1,093 1,094 1,087 1,051 1,017 974 931 888 864 840

41 -1 7 36 34 117 43 86 129 153 177 588

行政管理経費(補助金見直し） 120 107 100 94 92 90 88 86

13 7 20 6 8 10 12 14 50

976 827 980 965 932 901 871 843

149 -153 -4 15 48 79 109 137 388

　注１　歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 133 1026

　　２　「課題」欄については、「１　主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

　　３　各年度の「職員数」欄については、地方財政状況調査表の作成時点（翌年４月１日時点）の職員数を記入すること。

　　４　「改善額」については、原則として、計画前年度を基準年度として、当該計画期間中の各年度との比較により改善額を算出し計上すること。ただし、当該見直し施策が計画前年度以前（計画前５年度の間

　　　に実施したものに限る。）から実施しているものであって、当該見直し施策の改善効果が財政健全化計画の計画期間中においても継続するものについては、当該継続する改善額を計画期間の各年度の改善額

　　　に計上して差し支えないこと。

    ５　計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前５年間の改善額の合計については「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　　６　「計画前５年間改善額　合計」欄及び「改善額　合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。

　　７　４による「改善額」が基準年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内（又

　　　は計画前５年間）を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内（又は計画前５年間）を通じた改善額を「計画合計」欄（又は「計画前５年間実績」欄）に計上すること。またその場

　　　合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。

　　８　「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５　繰上償還希望額」に記入した「繰

　　　上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること（旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画を提出する場合には、当該欄の記入

　　　は不要であること。ただし、旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画を提出する地方公共団体のうち、旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還を希望する予

　　　定の地方公共団体にあっては、旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画を提出する際には当該資金の補償金免除額を上回る財政改善効果を示す必要があるので、計画策定にあたっては

　　　予め留意すること。）。

　　９　必要に応じて行を追加して記入すること。

（参考）補償金免除額

改善額

行政管理経費(物件費の削減）

改善額

改善額

計画前５年間改善額　合計

改善額

改善額

サービスの向上と運営の効率化を図り，独立採算制の強化に努める。

健全な財政運営を構築するために，まちづくり基金（10億円）の造成や補助金の見直し，物件費の削減を行う。

地方債現在高

実質公債費比率

増減

課　題

課　題 取 組 及 び 目 標

集中改革プランに沿って，定員管理の適正化をはかり平成２２年度までに２４人の削減，給与等の適正化に努め職員手当ての適正化を図る。

長期的な財政シミュレーションを策定し，地方債借入については，災害特別分を除き当該年度の元金償還内とする。

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　公債費負担の健全化（地方債発行の抑制等）

３　公営企業会計に対する基準外繰出しの解消

４　その他

1

増減

4

4

職員数

（単位：人、百万円）

○○○

計画合計

増減数

計画前５年度
実　績

項　　目

実　　　　　績 目　　　　　標

改 善 額　　合　計

人件費（退職手当を除く）

改善額

○○○


